
 

仕  様  書 

 

             京 都 市 消 防 局 警 防 部 警 防 課     

 （担当：下釜、馬塲 ０７５‐２１２‐６７４５）     

 
件 名 

 
潜水用レギュレーターの保守点検について 

 

契 約 期 間 契約日の翌日から令和７年３月３１日まで 

契 約 条 件 

 
 １ 保守点検する装備及び数量                   

 （１）潜水用レギュレーター １５個 
（内訳）ダイブウェイズ（ノーマル型）９個 、アクアラング CALYPSO１個、

ＳＡＳ（フルフェイス型）５個 
 （２）ＢＣジャケット（ＳＡＳ）１５着  
 
 ２ 保守点検についての一般事項 

  本点検修理を行う業者は、当該資器材を受託した時から点検修理終了後当方へ

引き渡し完了するまで責任を持って取り扱い、過失等により当該資器材に損傷を

与えた場合は業者により修理すること。 

   

３ 仕様 

   別紙「潜水用レギュレーター保守点検の仕様について」参照のこと。 

 

４ 納入場所 

京都市消防局 消防活動総合センター 管理棟２階 警防課 

 京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内９４－４ 

 

５ 履行期限 

   令和７年３月３１日（月）まで 

 

 

注 本仕様について不明な点がある場合は，契約課の指示に従ってください。 



潜水用レギュレーター保守点検の仕様について 

                        

京 都 市 消 防 局 警 防 部 警 防 課 

 （担当：下釜、馬塲 ０７５‐２１２‐６７４５） 

 

１ 点検方法等 

  以下の仕様のとおり保守点検を行うこと。 

⑴ レギュレーター 

ア 一次減圧部 

（ア）一次減圧部を分解洗浄し、内部部品の点検をした後組み立てること。 

（イ）空気圧をかけ減圧の調整及び気密の点検を実施し、作動点検を実施すること。 

イ 二次減圧部 

（ア）二次減圧部を分解洗浄し、内部部品の点検をした後組み立てること。 

（イ）空気圧をかけ空気流量の調整及び気密の点検を実施し、作動点検を実施すること。 

⑵ 残圧計 

ア 残圧計と高圧ホースの接続部を分解清掃した後組み立てること。 

イ 空気圧をかけ、作動状況の点検及び気密の点検を実施すること。 

ウ 標準圧力計と表示値の比較を行い適正であることを確認すること。 

エ レギュレーターの点検整備内容を書面にて提出すること。 

 ⑶ ＢＣジャケット 

  ア インフレーター及びオクトパス部を分解洗浄し、内部部品の点検をした後組み立てること。  

イ 空気圧をかけ空気流量の調整及び気密の点検を実施し、作動点検を実施すること。 

⑷ 交換部品 

点検検査の際、交換必須部品は確実に取り替えを実施し、経年劣化又は消耗等により防水性能を

維持することが出来ない部品にあっては必要な部品の交換（純正部品を使用すること。）を実施す

ること。 

   ⑸ その他 

  ア 点検期間中は代替レギュレーターを用意すること。 

イ 保守点検に係るレギュレーターの配送料金は点検業者の負担とすること。 

ウ 点検整備の内容、不具合箇所及び交換部品等について書かれた一覧表等を書面にて添付 

すること。 

  エ 部品の交換により発生した不用品は適法に処分すること。 

 

２ その他 

⑴  本契約の結果、上記１（４）以外の交換部品や修理が発生した場合は当局担当者と別途協議を

行うこと。 

⑵ 本仕様書の内容に疑義がある場合又は変更が生じた場合には当局担当者と協議を行うこと。 


